
訪問介護と通所介護を組み合わせた複合型サービス（案）

利用者の自宅

訪問介護

現状や支援計画の
進捗状況等共有

介護職員
○生活相談員
○看護職員
○機能訓練指導員

訪問介護員

通所介護

在宅生活の状況を
踏まえた自立支援

通所介護 訪問介護

機能訓練等の状況
を踏まえた支援

利用者の状況に応じた
きめ細かなサービス提供

○サービス提供
責任者

○ 訪問介護と通所介護を組み合わせ、一体的にサービスを提供することにより、把握した利用者の状況・ニーズを随時
共有し、きめ細かなに訪問や通所に反映。比較的軽度の段階から機能訓練等を効果的に行い、利用者にとっても従事者
にとっても安心感のある環境の中、生活機能の維持・向上を図り、利用者の自立支援・重度化防止につなげる。

○ また、事業所を一体的に運営することによる効率的な運営と、通所介護と訪問介護に対応できる専門職の養成につな
がり、より質の高い介護サービスの提供につながる。

複合型サービス事業所

利用者のことをよく知る
職員によるサービス提供

柔軟にサービス変更
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